
市が負担する市スポーツ少年団の施設使用料について 

 

１．市のスポーツ少年団が、下記の目的で使用した市の体育施設又は市立学校の体育館やグラウン

ドの施設使用料は、市体育協会がスポーツ少年団に交付する補助金の中から支払うものとする。 

(1) 各単位スポーツ少年団の行うスポーツ活動。 

（スポーツ活動に関して行われる団員への連絡・説明を含む） 

  ※年度始めの説明会のみ可。 

(2) 単位団練習施設使用料は南砺市スポーツ少年団募集案内に基づき支払をする。活動時間は平日

2時間程度、休日 3時間程度とする。それ以外の活動は個人活動とする。 

  ①午前 9時～12時 

  ②午後 1時～4時 

  ③午後 6時～9時  （南砺市が定める施設使用料の区分内で活動） 

 ※土曜日の午前に学校施設グラウンドのみを使用しても練習となる。 

(3)施設が行事等での使用ができない場合は前もって報告する。 

(施設の修繕などやむを得ない場合は検討する) 

 

２．スポーツ少年団の活動であっても、下記の場合は、単位団もしくは個人の負担とする。 

(1) 市の体育施設以外の施設（例えば、公民館に付属する体育館や市の文化施設など）を使用する

場合。ただし、会議等を開くにあたって、体育施設会議室の収容力が小さいためやむを得ず市の

文化施設等を使用する場合は、負担の対象とする。 

(2) 市外の施設を利用する場合。 

(3) 団員の保護者同士の連絡会や、クリスマス会などのレクリエーション的な会合等で、施設を利

用する場合。 

(4) 予約をしておきながら、無断で施設を使用しなかった場合。 

(5) 募集案内以外の活動。 

 



参考（日本スポーツ少年団の定義より） 

 

スポーツ少年団のスポーツ活動 

 

① 自主的で自発的な活動であること。 

② 真剣な取り組みや厳しさは団員自身が目指すものであって、指導者や保護者やマスコミ等から強制

される活動ではないこと。 

③ 個人的にも集団的にも、歓びのあふれた活動であること。 

④ 生涯スポーツの基礎をつくる活動であること。 

⑤ 身体的、精神的に無理がなく、意欲をもって参加できる活動であること。 

⑥ 地域における社会奉仕活動が含まれている活動であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


